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―全国共通の学校運動部活動外部指導者バンクの構築・運用によって― 
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1. 提案の背景 

(1)部活動の現状 

ア．図 1 より中学校・高等学校ともに「体育教員ではなく部活動の競技経験がない指導

者」が 40%以上を占め、最も大きな群である。体育教員でなく、競技経験もない群の教員

は教示や指導が十分に行えないと推察される。また、生徒は十分な指導を受けられず、教

育的な価値が享受されない可能性がある。 

 

 

 

イ．表 1 からどの群の指導者においても「校務が忙しくて思うように指導できない」

「自分自身の専門的指導力の不足」が指導上で最大の問題・課題であると感じていると

読みとれる。上記 2 項目で全体の 60%近くを占めており、部活動指導における教員の問

題として①教員の多忙化②専門的指導力の欠如の 2 点が挙げられる。 

 

 

 

 

 

図 1 担当教科と現在担当している競技の過去経験の有無 

(出典:公益財団法人日本体育協会(2014)「学校運動部活動指導者の実態に関する調査報告

書」p.6 

 



 

 

 

 

 

 (2)外部指導者の現状 

中学校の外部指導者に注目すると、平成 27 年度の全国の中学校の外部指導者の数は

29626 人(中体連 HP より)である。その中で都道府県別総外部指導者は東京都 1,879 人、北

海道 1,652 人と多くの外部指導者が活躍している。しかし、鳥取県 90 人、和歌山県 54 人

と都道府県による差が大きい。 

また、各都道府県 1 校当たりの外部指導者数は山形県が 11.5 人/校と最も多い。この背景

としてスキーなどの地域特色のスポーツの存在がある。一方、和歌山県は 0.3 人/校とかな

り低い数値である。このように各都道府県 1 校当たりの外部指導者数の差についても山形

県と和歌山県との間に 11.2 人と都道府県によって非常に大きな差が存在する。この差は、

都道府県間の部活動への関心の差や、外部指導者受け入れ体制の違いなどが影響している

と考えられる。 

 

以上、(1)～(2)から、中学校・高等学校における部活動への外部指導者の導入を促進する施

策を提案する。 

 

2. 施策内容及び実施のスケジュール 

(1)スポーツ庁が主体となった学校運動部活動外部指導者バンクの構築 

現在、一部の市町村、都道府県、財団法人等が人材バンク事業注 1をそれぞれ独立して行

っている。その事業を文部科学省の外局として 2015 年に新設されたスポーツ庁を拠点と

して、日本全国で一貫した学校運動部活動外部指導者バンクを構築する。このことで各都

道府県間の人材の供給・受け入れ体制の格差を是正されることが期待できる。なお、Web

表 1 各群で最も問題・課題だと感じられている項目の比較 

(出典:前掲書、p.7) 



 

 

もしくは書類での申請受け入れ体制の整備及び学校運動部活動外部指導者バンクの知名

度・利便性向上のために、民間企業のノウハウを活用する。 

 

(2)スポーツ指導者のための共通の資格制度の導入 

 日本体育協会や各スポーツ競技団体などで得られる資格とは別に、スポーツ指導者に対

し全国で統一された資格制度を導入する。専門的な指導法とは異なり、基本的なリスクマネ

ジメント注 2 を学ぶことで、スポーツ指導者として最低限必要な知識の習得を目的とする。

非受講の場合は部活動の指導にあたれないような制度を構築する。 

 

(3)各都道府県との連携 

 スポーツ庁は各都道府県と連携し、学校運動部活動外部指導者バンク事業を推進する。各

都道府県はスポーツ振興を行う部署で、都道府県ごとに学校運動部活動外部指導者バンク

に登録するスポーツ指導者の募集をする。必要な人材を即座に提供できるように、また隣接

県での人材の行き来を柔軟に行うため、クラウド上での一括管理を進める。 

募集するスポーツ指導者の類型などの例は次の通りである。 

ア．トップアスリートの登用 

   トップアスリートのセカンドキャリア支援と、スポーツ指導者の需要をマッチング 

 イ．高等・中等教育機関との連携 

   大学と連携し、主に教職課程を履修する大学生を指導者として活用する 

   中学・高等学校は長期インターンシップとして大学生を受け入れる 

 ウ．外国人労働者の活用 

   毎年増加を続ける外国人労働者の就業の場を創造できる 

 エ．地域のスポーツ指導者資格の所有者 

   日体協等が認定しているスポーツ指導者資格を保有している地域住民を有効活用 

 

(4)民間企業との連携 

学校運動部活動外部指導者バンクの知名度及び利便性向上のために、民間企業のノウハ

ウを活用する。 

 

 (5)スポーツ指導者の派遣、活動後の業務改善 

 これまでは行動主体が多数あり、それぞれが独立していたため問題点や改善点の共有が

十分ではなかった。そこで行動の主体をスポーツ庁として行うことで、各地域の情報共有

を容易にし、サービスの改善・向上に向けたデータの収集・蓄積及びソリューションの考

案を活発にする。 

 

 



 

 

3. 部活動への外部指導者の導入で期待される効果 

(1)専門的指導力の向上 

(2)教員の精神的・肉体的疲労の軽減 

(3)学校間の指導力格差の是正 

(4)トップアスリートのセカンドキャリア問題の改善 

(5)増加する外国人労働者の労働環境の提供 

 

4. サービス運営の資金支出根拠 

(1) 税金 

(2) toto 助成金 

(3) パートナー企業の獲得 

 

 

注 1) スポーツ指導者を登録し、派遣の要請があった団体に派遣する事業のこと。 

注 2) 選手の体調管理、怪我防止に関するものなど。 
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